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プレス工場の騒音レペソレと作業者の聴力損失

工藤市兵衛。藤田 正。寺本手11幸

Sound Level and Workmens Hearing Loss in 

The Press Shops 

Ichibei KUDO. Shu FUJITA 0 Kazuyuki TERAMOTO 

要 旨 騒音下の作業者が聴力障害をお乙す原因は騒音レベルの大きさ，高さ 1日の露聴持続

時間，露聴年数の長短によるとされてしる。騒音の近隣に及ほす公害については，既に法で限度が規

制されてしる。しかし工場内で働く作業者にはp 未だ有効な保護規定は少ない。今回 4つのプレス工

場と其処に働く 85名の作業員を対象に騒音と作業者の聴力損失を測定した。結果は大きな騒音と多数

の騒音性難聴者をみた。本稿は乙の調査を基に難聴の起因をなお一層明確にし工場管理の立場から

予防対策を考察したものである。

はじめに

著しし 1騒音を常時発生する工場の作業者はs 数年ある

いはト数年の習慣的な露聴!こより p 自覚なしに可成り高

し、比率で慢性の穂力障害を起こす。しかも一度障害を起

乙すと，原因が消滅した後でも症状は緩漫lζ進行し，遂

には過度の永久性難聴になるとし寸。このことは働く者

の安全衛生の上から，また社会生活の上からも放置する

乙とはできない。

我々は最近g 近傍で活発な操業を続け，多数の従業員

を抱える白動車関連企業3社と，電器関連企業 1社のプ

レス工場に注目し. 52年 6月より約 8ヶ月間，騒音と聴

力損失の実態を調査した。

l 研究手順と目標の設定

本研究の手順を 3つにした。その第 lは工場騒音と其

処で働く作業員の聴力損失を調査すること。第 2はその

結果を踏まえ聴力損失の度合と傾向を考察する乙と。そ

して第 3は工場騒音や聴力損失を少なくするための対策

をたてるととである。この第1.第 2.第3の調査s 考

察，対策の 3つの手順にっし、て，夫々次のような具体的

目標を設定した。

( 1 )プレス工場で発生する直接作業音の大きさと特徴，

周波数について

( 2)プレス工場の激しい直接作業音による作業者の聴

力障害の有無につL、て

( 3 )聴力障害のあった場合P 作業者の年令lζ対する障

害の出現率と度合について

( 4 )次に作業者の露聴年数l乙対する障害の出現率と度

合lζっし、て

乙の 4目標の実状を調査し考察した上で次のととを

立案する。

( 5 )出現率や聴力損失を軽減し，また未然に防止する

対策につし 1て

以上 5つのことを調査p 考察，対策の具体的な研究目

標とした。

2 調査方法

A.職場環境

プレス工場はいづれも l棟の独立した鉄骨石棉スレー

ト建物である。プレス機械は各社とも大型の油圧プレス

1-2台，クランク。プレス 5-10台，中型のクランク

a プレス10-20台を保有する。機械の可動率は年間を通

し毎日50-80%である。作業はプレス機械による金属板

の切断，曲げ，絞り等で，騒音はそのとき発生する。大

きさはプレス機械の種類，能力，作業の種類9 工作品の

面積，板厚，材質等によって変わる。

作業の進め方は，大型中型の工作品は 1枚の板から品

物を l個づっ作り出す。しかし小型の工作品は捲いた長

いストリップ材から板を自動的にほぐし出し 1捲の材

料がなくなるまで、連続lζ加工がおこなわれる。
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作業者は実働 1日8時間のうち，直接作業に約70%，

間接作業に約20%，残りが余浴時間である。直接作業は

その作業者にのみ最高のプレス機の音を聴かせB 間接作

業ではそれよりや¥小さい職場内の雑騒音を耳にあたえ

る。余裕は可動プレス機械より離れるため聴力障害には

関係しない。

本稿で言う騒音レベルとはプレス機械のそばで作業す

る人が露聴する直接作業音の乙とで，露聴時間，露聴年

数とは乙の音を聴く期間をし、う。ノ

使用した測定器と測定法

J I S C 1505による精密騒音計， 1オクターブ分析

器，記録計の系列を， J E I C製と ONSOKU製の 2

系列で3 午前午後の 2回測定した。マイクは作業者の立

つ9 位置に三脚を景色床上1.2 m，方向を工作品に向

け聴感補正回路 IAJ ，動特性「速Jで受音した。測定

値は JI S Z 8731の方法で読みとり 2系列の午前午後

の値を平均し露聴騒音レベノレとした。分析は63Hzより

8 KHzの8ノてンドでおとなった。〆

第 l図はE社の露聴届蚤音レベルで厚さ 2.6mmの黄銅板

から60トン@プレスで 2x 4 cm'の電極端子をストリップ

材から打抜き，曲げ，穴明の 3動作を同時に Iストロー

クで加工したときの記録値，毎分 100回のストローク数

である。レベルは77-88dBの変動。

第 2図はU社の露聴騒音レベノレで=厚さ;1.2 mmの1枚の

鋼板から 350トン e プレスで直径 300mmの円形自動車部

品を打抜き，曲げ，穴明の 3動作を同時に Iストローク

で加工したときのものである。毎分18回のストローク数。

レベルは94-104 dBの変動。〆

B.作業者聴力

作業者の聴力検査に先だって l人づっ個別に面接し性

別，年令2 騒音作業の前歴年数，現会社の勤務年数，両

耳の既応症，騒音による生理的，心理的な障害や苦痛等

を調査記録した。

聴力検査は35dB以下の静かな場所で行なう乙とが義

務づけられている。社内でその場所の得られたのはY社

だけで、あった。 E社は厚さ50mm 大きさ 0.6x 1. 8 m'の

多数のグラスウーjレ吸音板を本学より持ち込み会社の応

援室を内張りし，その中で検査した。 U社は大きさ1.2

x 1.2 x 2.0m3の防音室を乙れまた本学より運び，その

中で H社は社長室IC被検者を呼んで検査した。被検者

数は 1社当り約20名であった。検査所要時間は 1人当り

約15分で，検査後はオージオグラムに両耳の損失を記載

し本人にも説明した。

使用した測定器と測定方法

J I S T 1201のオージオメータ， R ION製，診断

用 I型 1台

左右の耳を別々に断継音による上昇法で， 125Hz，250

Hz ， 5∞Hz， 1 KHz， 2 KHz ，4KHz， 8 KHz 

の7バンドを気導検査した。 60dB以上の重度難聴者が

1名いた。乙の人には骨導検査もおとなった。

g
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次に作業者のオージオグラムの数例を示す。第 3図は

E社作業員37才の男性，露聴年数12.7年の正常耳である。

第4図はY社作業員42才の男性，露聴年数17年の騒音性

難聴耳の例である。 4KHzと8KHzが落込んでいる。

障害の程度は中度難聴。第 5図はU社作業員36才の男性，

露聴年数8.5年の重度難聴耳の例である。損失の折れ線

が山形をして，低音部と高音部l乙障害が多い。この人は

メニエーノレ病によるものと疑って今回の調査対象から除

し、Tこ。
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3 調査成績

A.職場環境

職場音源の筆頭はプレス機械の固有音である。乙の大

きさは機械の種類，大きさ，可動台数，ストローク数な

どによる乙とは勿論であるがその他lこ工場の形状，大き

さ，製品の材質による音の伝搬p反射 p 吸音l乙大きく支配さ

れる。各社の設備したプレス機械の能力をTトン，毎日

の平均可動プレスの能力をMトン，建物の面積をArd， 

容積をVばとし，乙れらの概略値を第 l表lζ示す。また

1
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同表lこ可動プレス機械の能力 1トン当りの職場の空間

V/Mm3とs 職場の床面積 1m'当りの建物平均高さ VI

Amおよび構造材質も併せて示す。
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70 騒音の第2はプレス機械で加工する作業の内容と使用

材料で変化する音である。作業の内容は板の切断か，曲

。げか，そのいずれかの複合か等であり，使用材料は工作

品の面積，厚さ，板の材質等である。音はこれらの違い

によって大きな差を生ずる。また金型の設計具合によっ

ても変化する。

騒音の第 3は工作品どうしの衝突音と，職場内を往来

するホーク e リフト車，プレス機械相互を連絡する工作

品移送用のベルト・コンベヤ音である。また社によって

は裸のままの温風や冷風等の附帯装置の音も混じる。第

2第 3の要因を第 2表fC示す。

qo 
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ついで第 1，第 2表の条件のもとで測定した各社の騒

音レベルと周波数分析値を第 3表K示す。これは直接作

業者が露聴する可動プレス機械の上限音の平均である O
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測定法は騒音規制法第 4条lこ定める「特定工場等にお

いて発生する騒音の規制lこ関する基準」の第 1項および

J I S Z 8731 に定める方法に準拠した。変動のはげし

い音の評価には総エネノレギー評価量Leqと80%法のL10

の2つの表示がある。しかし聴力保護の点ではLeqの

方が適当である。よってRION製 5チャンネル集積

計を使用し 4社の騒音を再度調査した。第 4表は 5d 

Bごとの騒音レベノレの時間配分率である。この値から次

fC示す式でLeq を求め向表lこ記載した。
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B.作業者聴力

作業者の問診とオージオグラムより内耳性症患、メニエ

jレ病，薬害，事故等による耳の障害者は85名の全被検

者中 6名いることが判明した。全員の 7%である。これ

らの人を除いた他の被検者 79名の両耳の聴力損失を，

労働省障害保障保険法による六分法の値lこ換算した。こ

の値と騒音性難聴の出現を早く見出す目安となる 4KHz 

の損失を会社別に区間年令lこ分け，被検者数 3 その内の

難聴者数と共lこ第 5表lこ示した。

ホ5K 作業者の会社 年令別によらベ分必 4 KHl'J")4 問題力川上、 ¥dBl

六分法の換算値が30dBを境とし 3 それに近い未満の

人は軽度難聴または老人性難聴である。 30dBを越せば3

程度lと応じて中度重度難聴であるとされている。また I

S 0 (国際標準機構〕では o5.1. 2 K匝の聴力損失の平

均が25d Bあると聴力が損傷されているとしている。第

5表中の人数欄lこ負記号を附した数は先lζ述べた 6名の

除外者で，聴力損失の平均計算から除いた。 o印の中の

数は被検者中lζ出現した騒音性難聴者の人数である。 79

名中lζ40名もいた。 50%にあたる。

騒音性難聴の出現と聴力損失は作業者の年令によるも

のと，騒音の露聴年数によるものとの二元的な要因があ

る。第 6表は55才以上 6名を除いた残り73名の表である。

同一区間年令の被検者を露聴年数区分によって 3 難聴出

現数と率，および平均聴力損失の 3項目にどのような変

化を生ずるかを示した。

第 6表区間年令と箆隠年数iζtる経謄出現数 字と平均抱失(六分法 dB'

山一日
l
同」

4.考察

A.職場環境

職場内の音源は非常に多い。空気伝際音の他1こ定物，

機械，材料半製品の振動による国体音も重複し，慢性

的な巨大音，高音になっている。騒音規制法第 2.3.4条

は特定工場の規制K関する法律を定めている。 4社はい

ずれも特定工場に該当するから，地域区分，時間区分の

許容騒音レベルが定まっているJその値は会社の敷地の

境界線上である。建物内職場騒音の最大限度はその値か

ら必然的に算定できる。第 3表の騒音レベjレはそれ以下

でなければならない。

司方作業者は週の実働44時間中70%，即ち30時間， 1 

日にして 5時間以上はliiHこ述べた直接作業音を露聴する O

この騒音レベノレと露聴時間より次のことが考察できる。

(1)日本産業衛生協会の勧告した 1日5時間作業にお

りる聴力保護の許容騒音と比較すると， H， U:f品、ずれ

もそれより1O~~15 dB大きい。

( 2 )ゃ、古いが1961年 5月 1S 0のTC43で発表した

聴力保護の草案と比較しよう。草案は O.5. 1. 2旺{zの 3

バンドの値で評価番号Nを定め， Nの番号で保護規準を

きめている O これによると 1日の作業が 5時間以上持続

する場合， N=85が許容限度である o H， U社の音はこ

れより大きいヨ前者はN=95，後者はNニ 100となる。

( 3) 1971年 5月 1S 0 はR1999号で新らし t推奨規格

を発表した。これは週40時間の作業を45年以下の露聴で

続けた場合，聴力障害を起こす人の出現率を危険率とし

て付表~C:示してし、る。乙れによると Leq ニ85dBで露聴

45年間の危険率は57%である。 H，U社はL巴q=90dB 

でp 危険率は65%になる。
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B.作業者聴力

正常な人の平均聴力損失を六分法と 4KHzK分け第7

表lζ示す。 I勾く本:f自は柏、円{'iョ 1964， 

作業者の聴力損失第 5表を正常者の聴力損失第7表と

統計的に比較した。

騒音性難聴の特徴は両耳とも損失はほぼ同一であるは

ずであるが第 5表には数 dBの差がある。よって第 7表

との比較は第 5表の両耳の平均でお乙なった。平均債の

差の検定は有意水準 5%の t分布でおこなった。結果を

第 5表中lこ※印で示す。※印は有意差のあったものであ

る。日社と U社は全区間年令で有意差があった。作業者

の可成りの人が騒音性難聴におかされたと限定できる。
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第 6図は第 5表の合計欄と第 7表の損失を六分法と 4

KHzvと分けて違いを見安く描いたグラフである。

次lζ第6表の難聴出現率，累積出現率，平均聴力損失

を第 7図lこ示す。また第 5表の合計欄より54才以下の年

令別の被検者数3 難聴者数をとり，年令lllJの難聴者出現

率と累積出現率を求め第8表lこ示した。第8表を第8図

l乙描く。

以上の各図表より作業者聴力について，次の乙とが考

察できた。
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( 1 )難聴者出現率について

第 8 図によると難聴者の出現率は区間年令15~54才ま

で殆んど均一な割合で増加する。第 7図の露聴年数でも

5 -29年までほぼ均ーな増加率を示している。

( 2 )聴力損失について

第8図によると聴力損失は年令と共に増加することが

半Ijかる。しかし若い年令では現在のところまだ傾向を把

握するまでにいたっていない。露聴年数については第7

図で判かるように露聴の初期の方が増加率は大きい。

このため年令29才以下，露聴、年数5年以下の人につい

て，再度詳細に調べた。しかしこの結果は対象者が18名

といヨ極めて少ない人数であった。よってこれからは何

んら情報は得られず，この年代，期間の考察は断念した。

5.結論

これまでの調査と考察から初め設定した研究の具体的

目標について，次のような感想と対策をまとめることが
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できた。

( 1 )プレス工場の直接作業音のレベル，特徴p 周波数

については

露聴騒音レベルはU社， H社の順で凄く大きい。音の

特徴は間欠的ではあるが，プレスが毎分十数回以上のス

トロークで作動すると，その時はピ ク音の連続となり

殆んど均一な上限音となる。周波数は大体1.O. 5. 2KHz 

の順で各社とも大きかった。

Y， E社は屋根裏と内側壁耐l乙吸音施工があった。乙

の効果は非常に大きい。 U社， H社は要注意騒音工場で

あろう。

( 2)μi量音による作業者の聴、力損失の有無については

聴力損失は第 5表の※印で示したようにU社，日社は

殆んどの区間年令で平均値が大きい。明らかに多数の作

業者が聴力障害を起こしている。 (1)との相関を強よく感

じた。労働基準法はOA，100dB (A)以上を有害業務

としている。※の限界が幾dBかわからないが，聴力保

護の許容値を日本産業衛生協会はoA， 90 d B (A)とし，

I S 0はN=85，Leq尋問 dBとしている。

( 3 )作業者の年令による難聴の出現率と損失について

は

1 )出現率は年令30-34才を境とし，以前と以後の 2

つの異なった増加率がある。しかし以前の方がや〉大き

いと思われるが，以後と殆んど差はない。

2 )聴力損失は年令30-34才頃を境とし，以前は現在

まだ結論フけはできないが，以後はゆるやかな増加率で

上昇する。

聴力損失は年令による生理的な老化現象と露聴の年数

によるものとが二重に震なる。よって 1)の出現率もの

の聴力損失も老化分を除いた露聴年数だけの判断では1)

の出現率は30-34才以下の方が大きい。また 2)も同様

なことが言えるかも知れない。騒音lζ対する聴感覚の抵

抗力は人によって違う。従って露聴による障害の程度に

は多い人も少ない人もある。少ない人は高令になると老

人性難聴とみなされることもある。

( 4 )作業者の露聴年数による難聴の出現率と聴力損失

については，

1 )出現率は露聴の初めから起こり年数iこ応じて10-

14年頃までや、多く増加する。それ以後は (3)，1)と

同様ほぼ一定の鈍化した増加率をたどる。しかし以前と

以後は殆んど差はない。

2 )損失は露聴年数10-14年頃まで増加は著しい。 5

年以内でも損失は生じているようである。それ以後は増

加率は減少する。

( 5 )難聴者の出現や聴力損失を軽減，若しくは防止す

る対策については

聴力保護の積極的な対策は騒音レベノレを小さくするこ

とである。

U社， H社は露聴騒音レベルをOAで90dB (A)，ま

たはL巴q80に極力下げる。特に 0.5-2 KHzの成分を

減少させる。 ζの方法として，次の諸点が考えられる。

1) U社のV/Mm3は最低であった。 ζのζとから 1

棟に据付けるプレス機械の種類，大きさ，台数等を適切

にする O 消音プレス機なども開発されている。

2) プレス機械の可動台数，毎分のストローク数を制

御し，作業内容の分割，金型の改善などを計る。

3) 加工中の工作品どうしの衝突をさけ，フオーク。

リフト車 9 ベノレ卜@コンベア等の音を小さくする。無音

リフト車などもある。

4) U社の V/Amは最小で， Y社の VIMm"， VI Am 

は他社より格段と大きい。 ζのことから建物は構成材料

や形状p 広さ，それに吸音処理等を工夫し，音の伝搬減

衰を計る O

聴力保護の消極的な対策は騒音から耳を防衛するとと

である。これについては次の諸点が考えられる。

1 )外耳の入口で音を遮えぎる o H， U， Y社は作業

者l乙耳栓または耳お〉いの使用を強よく奨める。労働安

全衛生規則j第 597条は保護具の使用を事業者より求めら

れた場合，作業者は使用せねばならぬ義務がある乙とを

定めている。

2) U社， H社は直接作業の持続時間を15-20分間と

し，それ以上の場合は作業者が交替するか，一時直接作

業を中断する。即ち作業のオン，オフを繰返し，暫時直

接作業から離れる。そして聴感覚の連続刺激の回復を待

つ。(1 S 0の間欠露聴補正図による)

3)聴力の損失は 4KHzより始まる。 4KHzは日常

の会話音と関係がないため，本人の気づかぬうちに難聴

になる場合が多い。事業者は耳の検診をして障害を早く

発見し，配転などによる障害の予防対策をとる。労安規

則第45条は常時従事する労働者lこは医師による 6月以内

に1回の定期検査を義務づけている。

以上のことが対策となろう。

騒音により受ける聴力障害は，日常会話，電話，テレ

ビ，ラジオ等の音声聴取は勿論の ζ と，戸外の警報にも

不自白さや困難を感じ応々にして生命の危険さえまねく

ととがある。 ζの恐ろしさを事業者も労働者も十分に認

識し P 露聴の初めから聴力保護を暫しなりとも大切に心

掛けなければならない。労安法第22条， 65条は騒音障害
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を防止する措置を事業者に義務づけている。

おわりに

今回調査した 4社は従業員 100名以上 300名以下の中

企業で，金属加工業の中でも最も激しい騒音を発生する

プレス。溶接専門の業種である。その上工場は住宅と混

在する。このため会社は地域住民えの騒音公害を懸念し，

音の伝搬距離を長くしたり，窓出入口の防音や遮蔽物を

設けるなどして，苦情の未然防止に努力している。とこ

ろが一方建物内の作業者えの配慮については，ゃ、理解

しがたいものを感じる。

やがて景気も回復するであろう。そのときは生産が増

強され設備機械も大型化する。今以上の音が出るととは

必定である。これを現状のまちで放置すると，いよいよ

聴力の障害は増すばかりである。最近働く者の健康管理

の必要性が社会的に重要な課題になってきた。労基法施

行規則第35条は強烈な騒音を発する場所における耳の障

害を業務上の症病であると規定している。したがって療

養や休養の補償はあるがp 肝心の根本要因である騒音の

大きさと露聴時聞に就ての法律上の有効的な保護規定は

未だなし、。誠に心細い限りである。欧米諸国では既に規

制が適用されている国があると聞く。我固においてもこ

の種の措置が 1日も早く制定されることを期待したい。

以上末完ではあるが本稿を終る。調査期間が短かく対

象作業者も少なく，未だ解明て、きない部分もあったが，

引続き研究を続け次回はよりよい発表lこしたいと考えて

いる。

最後に 3 資料提供や調査測定lζご協力下さった 4社の

方々に深く感謝致します。
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